
　　住民基本台帳ネットワークシステムの概要 資 料 ２

【目　的】

● 全国の市町村の住民基本台帳のシステムをネットワーク化し、

● 市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び

　 国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行う体制を整

備することにより、
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　指定情報処理機関
（地方自治情報センター）

都道府県市町村
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都道府県の機関 国の行政機関

本人確認情報の利用 本人確認情報の提供
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住民の利便性の増進

及び行政の合理化に

資する。
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